
 

 

 

 

 

 

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物 

処 分 業 許 可 申 請 の 手 引 
（令和８年２月改訂） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

三   重   県 
 

 



 

 

目       次 
 

１ 許可申請等にあたっての留意事項･･･････････････････････････････････････････････････････１                                                    
 

２ 許可申請の種類と様式及び添付書類 ････････････････････････････････････････････････････４                                                      
 

３ 産業廃棄物処分業許可申請書（新規・更新） 記載例                     
 

様式第八号（第１面～第３面）･････････････････････････････････････････････････････８                                                        
 

様式１-１～様式１-６  
   事業計画の概要を記載した書類、                      
   処分後の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理方法を記載した書類･･････11                                                   

 
様式４ 誓約書･･････････････････････････････････････････････････････････････････17 

 
 同一書類の添付省略に係る申立書･･････････････････････････････････････････････････18 

 
様式５ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類････････19 

 
様式６ 資産に関する調書･･･････････････････････････････････････････････････････ 20 

 
＜参考＞ 

    １ 経理的基礎の審査にかかる書類について ････････････････････････････････････21 
     

 書式１ 収支・資金計画書（法人用） ･･････････････････････････････････････････23 
 

 書式２ 収支・資金計画書（個人用） ･･････････････････････････････････････････24 
 

    書式３ 売上高内訳書 ････････････････････････････････････････････････････････25 
 

２ 優良産業廃棄物処理業者認定制度について････････････････････････････････････27 
 
 

４ 産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書（変更）記載例  
 

様式第十号（第１面）････････････････････････････････････････････････････････････29 
 

５ 特別管理産業廃棄物処分業許可申請書（新規・更新）記載例 
 

様式第十四号（第１面）･･･････････････････････････････････････････････････････････ 30 
 

６ 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書記載例 
 

様式第十六号（第１面）･･･････････････････････････････････････････････････････････ 31 
 

７ 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業変更届について･･････････････････････････････････ 32 
   

様式第十一号 産業廃棄物処理業変更届出書記載例･････････････････････････････････ 35 
 

様式第十七号 特別管理産業廃棄物処理業変更届出書記載例･････････････････････････ 36 
 

様式７ 役員等新旧対照表･･･････････････････････････････････････････････････････ 37 
 

８ （特別管理）産業廃棄物処理業に係る特定欠格要件該当届について････････････････････････ 38 
 

    様式８ （特別管理）産業廃棄物処理業に係る特定欠格要件該当届出書記載例･･････････40 
 



 

1 

許可申請等にあたっての留意事項 

 

◎ 処分業許可申請書等の提出に先立ち、「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条

例」に基づく諸手続きが完了している必要があります。諸手続きの内容については、許

可申請書の提出先にご確認ください。 

 

 

１ 許可申請書提出部数及び提出先 

【部 数】正本１部、副本１部（申請書を受理した後に返却します。） 

【提出先】 

・ 県内業者の場合（県内に事務所、事業場を有する業者の場合） 

管轄する地域防災総合事務所（または地域活性化局）環境室 

・ 県外業者の場合（県内に事務所、事業場を有していない業者の場合） 

県庁環境生活部環境共生局廃棄物対策課 
 

２ 申請手数料（三重県収入証紙で納付） 

業 の 種 類 新規許可申請 更新許可申請 変更許可申請 

産 業 廃 棄 物 処 分 業 100,000円 94,000円 92,000円 

特別管理産業廃棄物処分業 100,000円 95,000円 95,000円 

※三重県収入証紙販売所：(株)百五銀行、その他（各申請窓口へお問い合わせください。） 

 

３ 更新許可申請の申請書提出時期 

許可有効期間の満了日から２か月前を目安に提出してください。 

※許可有効期間の満了日（土、日、祝日等閉庁日の場合は翌開庁日）を経過した場合、新

規で許可申請いただくことになります。 
 

４ 許可申請に必要な講習会修了証 

許可申請に先立ち、許可基準である「処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有する

者」と認められるために、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター（ＪＷセンター）

が行う『産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（処分課程）』

を受講し、修了証を取得する必要があります。 
 

（１）受講対象者 

  [申請者が法人である場合]：その代表者若しくはその業務を行う役員（監査役等を除く）

又は政令第6条の10に定める使用人 

   [申請者が個人である場合]：当該申請者又は政令第6条の10に定める使用人 
 

＜政令使用人（政令第６条の10に定める使用人）＞ 

① 本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所）の代表者 

② ①に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、産業

廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有

する者を置くものの代表者 
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（２）申請に有効となる講習会修了証 

申請種別 講習会種類 

新規許可申請 ① 許可申請の日から遡って５年以内に受講し、修了した“新

規”講習会修了証（処分過程） 

② 他県等で既に（特別管理）産業廃棄物処分業許可を取得し

ている場合は、許可申請の日から遡って２年以内に受講し、

修了した“更新”講習会修了証（処分過程） 

③ 他県等で（特別管理）産業廃棄物処分業許可を取得してい

ない場合、申請日から遡って２年以内の“更新”講習会修

了証（処分過程）（※ただし、修了者が過去に“新規”講習

会（処分過程）を修了している場合に限る。） 

特別管理新規許可申請 ① 許可申請の日から遡って５年以内に受講し、修了した特別管

理産業廃棄物処理業“新規”講習会修了証（処分過程） 

② 他県等で既に特別管理産業廃棄物処分業許可を取得してい

る場合は、許可申請の日から遡って２年以内に受講し、修了

した“更新”講習会修了証（処分過程） 

③ 他県等で特別管理産業廃棄物処分業許可を取得していない

場合、申請日から遡って２年以内の“更新”講習会修了証（処

分過程）（※ただし、修了者が過去に特別管理産業廃棄物処

理業“新規”講習会（処分過程）を修了している場合に限る。） 

更新許可申請 ① 許可有効期間の満了日の翌日から遡って５年以内に受講し、

修了した“新規”講習会修了証（処分過程） 

② 許可有効期間の満了日の翌日から遡って２年以内に受講し、

修了した“更新”講習会修了証（処分過程） 

特別管理更新許可申請 ① 許可有効期間の満了日の翌日から遡って５年以内に受講し、

修了した特別管理産業廃棄物処理業“新規”講習会修了証（処

分過程） 

② 許可有効期間の満了日の翌日から遡って２年以内に受講し、

修了した“更新”講習会修了証（処分過程） 

変更許可申請 

特別管理変更許可申請 

① 本県における直近の新規又は更新許可申請時に有効であっ

た講習会修了証（変更許可申請時での有効期限は問いませ

ん。） 

② 許可申請の日から遡って５年以内に受講し、修了した“新規”

講習会修了証（処分過程） 

③ 許可申請の日から遡って２年以内に受講し、修了した“更新”

講習会修了証（処分過程） 

 

※ 修了者が過去に“新規”講習会を修了していることの確認については、「過去の“新規”講習会

修了証の写し」又は「ＪＷセンターに問い合わせた講習会の受講履歴に係る回答結果」を提示し、

当該修了者が過去に“新規”講習会を修了していることを示してください。 

 

［各申請共通の注意点］ 

特別管理産業廃棄物処理業の新規講習会の修了証（処分過程）で、産業廃棄物処分業の許

可申請をすることができます。（逆は不可。）  
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５ その他 

（１）変更許可 
次のような場合には、事前に変更許可を受けなければなりません。 

① 処分の方法の追加 
② 処分の方法ごとに取り扱う産業廃棄物の種類の追加（「石綿含有産業廃棄物を除く。」から「石

綿含有産業廃棄物を含む。」、「水銀含有ばいじん等を除く。」から「水銀含有ばいじん等を含む。」
への変更及び水銀使用製品産業廃棄物の追加も変更許可の対象になります。） 

 

（２）変更届 

次のような場合には、変更が生じた日から10日以内（商業登記簿謄本の添付を必要とする場合

は30日以内）に変更届出書（様式第十一号又は様式第十七号）を提出してください。 

なお、詳細は、「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分業変更届について」（P32）を参照してく

ださい。 

① 住所、氏名又は名称 

② 法定代理人、役員、5％以上の株主又は出資者、政令使用人 

③ 事務所及び事業場の所在地 

④ 事業の用に供する施設、並びにその設置場所及び構造又は規模 

⑤ 保管の場所に関する次の事項 

・ 所在地、面積 

・ 保管する産業廃棄物の種類 

・ 処分等のための保管上限 

・ 保管の高さのうち最高のもの 

⑥ 事業の一部廃止（処分の方法の減少、または処分の方法ごとに取扱う産業廃棄物の種類の減少

など） 

なお、住所・法人名・代表者等の変更により許可証の書換えを希望される場合は、書換え前の

許可証を返納する必要があります。 

また、変更内容によっては「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」の手続きが

必要になるものもありますので、事前に許可申請書の提出先にご相談ください。 

 

（３）重複書類の添付省略について 

（特別管理）産業廃棄物収集運搬業、（特別管理）産業廃棄物処分業及び産業廃棄物処理施設

に係る許可について、複数の申請・届出を同時に行う等、添付書類に重複するものがある場合は、

添付の省略が可能です。重複書類の添付を省略する場合は、同一書類の添付省略に係る申立書

（P18の記載例参照）を提出してください。 

 

（４）欠格要件該当届出 
申請者が、法第14条第5項第2号イ（法第7条第5項第4号イ又はチに係るものを除く。）又は法第

14条第5項第2号ハからホまで（法第7条第5項第4号イ若しくはチ又は法第14条第5項第2号ロに係る
ものを除く。）に規定する欠格要件のいずれかに該当するに至った場合は、その該当するに至った
日から２週間以内に、また、申請者、法定代理人、役員又は政令使用人が法第14条第5項第2号イ
（法第7条第5項第4号イに係るものに限る。）に該当するおそれがあるものとして環境省令で定め
る者に該当するに至った場合は、遅滞なく、欠格要件該当届出書（様式８）を提出しなければな
りません。 

なお、詳細は「（特別管理）産業廃棄物処理業に係る特定欠格要件該当届について」（P37）を参
照してください。 

 

（５）廃止届 
事業の全部を廃止した場合、廃止の日から10日以内に廃止届出書（様式第十一号又は様式第十

七号）を提出し、廃止届出書に併せて許可証を返納してください。 
 

（６）許可証の返納 
更新許可若しくは変更許可を受ける場合、又は許可が失効した場合、許可証を返納してくださ

い。その際、許可返納届出書が必要になりますのでご留意ください。 
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許可申請の種類と様式及び添付書類 
 申請される許可の種類ごとに、下記の申請書及び添付書類を提出してください。 

提  出  す  る  書  類 

産業廃棄物 

処分業 

特別管理 

産業廃棄物 

処分業 

新
規 

変
更 

更
新 

新
規 

変
更 

更
新 

産業廃棄物処分業許可申請書（１～３面） ○  ○    

産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書（１～３面）  ○     

特別管理産業廃棄物処分業許可申請書（１～３面）    ○  ○ 

特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書（１～３面）     ○  

添       付       書       類 

１ 事業計画の概要を記載した書類 

処分後の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理方法を記載

した書類【様式１-１～様式１-６】   

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２ 事業の用に供する施設（保管場所を含む。）の構造等を明らかに

する書類 

（１） 処理施設許可証（許可対象外施設を除く。） 

（２） 処理施設使用前検査通知書 

（３） 平面図、立面図、断面図、構造図及び施設の外観写真 

（４） 設計計算書（種類毎の処理能力が分かる資料） 

（５） 廃棄物の保管面積、保管容量及び保管容量計算書（種類毎） 

（６） 全体平面図（施設の設置位置、保管場所及び地番を明示） 

（７） 当該付近の見取り図 

（８） 最終処分場にあっては周囲の地形、地質及び地下水の状況を

明らかにする書類及び図面（当該施設が法第１５条第１項の

許可を受けた施設である場合を除く。） 

○ △ △ ○ △ △ 

３ 事業計画地及び２の施設の所有権又は使用権原を有することを

証する書類 

（１） 事業計画地 

  ・公図 

・登記簿謄本 

・借地の場合は賃貸借契約書の写し 

（２）施設 

    ・売買契約書の写し（リースの場合は賃貸借契約書の写し） 

  ・領収書又は使用承諾書 

○ △ △ ○ △ △ 

４ 申請者が法人である場合 

 ・定款又は寄附行為 

 ・商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

○ 
注 1 

○ 
注 1 

○ 
注 1 

○ 
注 1 

○ 
注 1 

○ 
注 1 

５ 申請者が個人である場合 

  ・住民票（本籍記載のもの、個人番号が記載されていないこと） 

  ・登記事項証明書（登記されていないことの証明書）等（注2） 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

６ 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類 

・公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う産業廃棄   

物・特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（処分

課程）を修了した者にあっては、その新規講習会修了証又は更新

講習会修了証の写し（各申請に有効な講習会修了証についてはP2

を参照） 

○ □ ○ ○ □ ○ 

７ 申請者が法第14条第５項第２号イからヘまでに該当しない者で

あることを誓約する書面【様式４】 

 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
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提  出  す  る  書  類 

産業廃棄物 

処分業 

特別管理 

産業廃棄物 

処分業 

新
規 

変
更 

更
新 

新
規 

変
更 

更
新 

８ 申請者が法第14条第５項第２号ハに規定する未成年者である場
合 

  ・法定代理人の住民票（本籍記載のもの、個人番号が記載されて
いないこと） 

・法定代理人の登記事項証明書（登記されていないことの証明書）
等（注2） 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

９ 申請者が法人である場合 
・法第14条第５項第２号ニに規定する役員の住民票（本籍記載の
もの、個人番号が記載されていないこと） 

・同役員の登記事項証明書（登記されていないことの証明書）等
（注2） 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

10 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以
上の株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をし
ている者があるときは、 
これらの者が個人である場合には住民票（本籍記載のもの、個人
番号が記載されていないこと）及び登記事項証明書（登記されて
いないことの証明書）等（注2）、 
法人である場合には商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

11 申請者に令第６条の10に規定する使用人がある場合には、その者
の住民票（本籍記載のもの、個人番号が記載されていないこと）
及び登記事項証明書（登記されていないことの証明書）等（注2）
（注3） 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

▲ 
注 1 

11-2 申請者に令第６条の10に規定する使用人がある場合には、政令
使用人の申立書（注3） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

12 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載
した書類【様式５】 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

13 申請者が法人である場合 
 ・直前３年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主

資本等変動計算書、個別注記表 
 ・直前３年の法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

（法人税の確定申告書（注4, 別表一、別表四）の写し及び納
税証明書（その１）） 

○ 
注 5 

○ 
注 5 

○ 
注 5 

○ 
注 5 

○ 
注 5 

○ 
注 5 

14 申請者が個人である場合 
  ・資産に関する調書【様式６】 
  ・直前３年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

（所得税の確定申告書の写し及び納税証明書（その１）） 

○ 
注 5 

○ 
注 5 

○ 
注 5 

○ 
注 5 

○ 
注 5 

○ 
注 5 

15 経理的基礎に係る追加書類が必要な場合 
・P21に掲げる書類【書式１～３】 

○ 
注 6 

○ 
注 6 

○ 
注 6 

○ 
注 6 

○ 
注 6 

○ 
注 6 

16 取扱う特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う設備の概要を記 

載した書類  
   ○ ○ ○ 

17 取扱う特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者が、当該分析に 

ついて十分な知識及び技能を有することを証する書類 
   ○ ○ ○ 

18 その他 

・ 他県等において許可を取得している場合には、その許可証の写

し（現に有効なものを１通） 

○   ○   

・ 現在取得している許可証（本県分）の写し  ○ ○  ○ ○ 

・ 代理人が申請する場合、委任状 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

「○」の書類は、必ず必要な書類となります。 
「△」の書類は、変更のある場合にのみ添付が必要な書類になります。 
「▲」の書類は「先行許可制度」を活用した場合に省略することができる書類です。詳細は P7をご覧ください。 
「□」の書類は、変更許可申請前の許可の申請時に有効な講習会修了証を添付していただければ、変更申請時に
は有効期限を問いません。 
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注1）住民票、商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）、納税証明書、登記事項証明書（登記されていないこと

の証明書）（東京法務局が交付する成年被後見人、被保佐人とする記録がないことを証明する書類。以下同じ。）

等発行日のある添付書類については申請日以前３ヶ月以内に発行された最新の情報にかかるものを添付して

ください。 

なお、これらの書類は、原本を提示していただくことで、写しによる提出を可とします（原本は、その場で

返却します）。 

注2）「精神の機能の障害により廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を

適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類」として、登記

事項証明書（登記されていないことの証明書）を添付してください。これによらない場合、医師の診断書、

認知症に関する試験結果等を添付してください。登記事項証明書（登記されていないことの証明書）におけ

る必要な証明事項は「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」ことです。 

注3）政令使用人が存在する場合は、政令使用人であることの申立書（任意様式）を提出してください。ただし、

商業登記簿謄本に記載されている支店の代表者である場合は、申請書（３面）の記載で足りることとします。 

《申立書の記載例》 

【所長、工場長等（役職）：〇○○○（氏名）】は、継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、廃棄物

の収集又は運搬の業に係る契約を締結する権限を有する者を置く【〇○営業所（〇〇市〇〇番地〇）】の代表

者であることを証明する。 

注4）確定申告書について、修正申告をしている場合は、修正確定申告書の写しを添付してください。 

注5）直近３年分の経理書類が提出できない場合は、申立書（任意様式）を提出してください。 

注6）法人は決算の、個人は資産等の状況によって、または営業実績が３年未満の場合は、追加書類を提出して

いただく必要があります（P21「１経理的基礎の審査にかかる書類について」参照）。 

なお、経理的基礎の審査の考え方については「産業廃棄物処理業等許可に係る経理的基礎の審査ガイドライ

ン」を参照してください。 

 

※申請書及び届出書の表紙、誓約書、申立書、委任状及び遅延理由書には申請者の押印は不要ですが、行政書士

の職印は必須です。 

※郵送による許可証の送付を希望される場合、５３０円分の切手を貼付した返信用封筒（簡易書留）又はレター

パックプラスをご提出ください。  
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他県等で既に許可を受けた産業廃棄物処理業等の許可証（以下「先行許可証」という。）を提示（原本を提

示したうえで、写しを提出）していただくことにより、P4,5の「▲」のついた添付書類を省略することができま

す。加えて、以下の点にご注意ください。 

なお、提示（提出）のあった許可証（原本）は申請受付後直ちに返却します。 

 

先行許可制度の活用にあたり、以下の点に留意してください。 

・先行許可申請時の申請書（１～３面）の写しを添付してください。 

・先行許可証の申請時と比較し、新たな役員、株主又は出資者、政令使用人等が存在する場合は、その者の添

付書類は省略できません（更新又は変更許可申請においては、本県へ届出済の役員、株主又は出資者、政令

使用人等の添付書類は省略できます。）。 

・申請者が個人である場合、許可証記載事項について確認するため、住民票を求める場合があります。 

・優良認定（優良確認）を受けた場合は許可期限が７年間になりますが、許可を受けてから５年間を超えた許

可証については先行許可証として使用できません。 

 

 

先行許可証として活用できる許可証の種類 

 

 

省略することができる添付書類 

産業廃棄物収集運搬業許可証 

産業廃棄物処分業許可証 

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 

特別管理産業廃棄物処分業許可証 

産業廃棄物処理施設許可証 

 

※新規許可申請・変更許可申請の場合は、許可申請時点で「許可の

有効年月日」に残期間があり、かつ、「規則第○○条第○項の規定

による許可証の提出の有無」が「無」の許可証に限ります。（なお、

変更許可申請の場合、変更しようとする三重県の現有許可証は先行

許可証として活用できます。） 

 

※更新許可申請の場合は、更新しようとする三重県の現有許可証の

「有効年月日」より後まで有効なもので、かつ「規則第○○条第○

項の規定による許可証の提出の有無」が「無」の許可証に限ります。

（更新しようとする三重県の現有許可証は、先行許可証として活用

できません。） 

添付書類５、７、８、９、10、11

の全ての書類 

① 誓約書 

② 住民票 

③ 法人株主、法人出資者の商業

登記簿謄本（履歴事項全部証明

書） 

④ 登記事項証明書（登記されて

いないことの証明書）等 

 

※申請者である法人の商業登記

簿謄本は省略できません。 

       （許可証例） 
許可番号第○○○○○○○○○○○号 

 

△△△△△許可証 
住所 ○○○○○○○ 

氏名 ○○○○○ 

 

       ☆☆県知事 

  （☆☆市長） 

 
許 可 年 月 日              ○○年○○月○○日 

許可の有効年月日      ○○年○○月○○日 

１ ○○○○○○○○ 

２ ○○○○○○○○ 

３ ○○○○○○○○ 

４ ○○○○○○○○ 

５ 規則第○○条第○項の規定による許可証の提出の有無 

 

                   有 ・  無

し 

【添付書類を一部省略できる「先行許可制度」を 

ご活用ください！】 
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様式第八号(第十条の四関係) 

(第1面) 

産業廃棄物処分業許可申請書 

○○年○○月○○日 

 三 重 県 知 事 殿 
  

申請者 〒＊＊＊－＊＊＊＊     

住 所 三重県○○市○○町○番地 

氏 名 三重○株式会社                                                    
代表取締役 三重一郎 

電話番号 ０５９－○○○－○○○○ 

代理人 

住 所 三重県○○市○○町○番地 

氏 名 行政書士 伊勢次郎 職印 

電話番号  ０５９－○○○－○○○○ 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の規定により、産業廃棄物処分業の許可を受けた

いので、関係書類及び図面を添えて申請します。 

事業の範囲(処分の方法ごとに区分

して取り扱う産業廃棄物の種類（当

該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄

物、水銀使用製品産業廃棄物又は水

銀含有ばいじん等が含まれる場合

は、その旨を含む。）を記載するこ

と。) 

中間処分（破砕） 

がれき類 

（石綿含有産業廃棄物を除く。水銀使用製品産業廃棄物を除く。） 

以上 １種類 

最終処分（埋立） 

がれき類 

（石綿含有産業廃棄物を含む。水銀使用製品産業廃棄物を除く。） 

以上 １種類 

事 務 所 及 び 事 業 場 の 所 在 地 

事務所   ○○市○○町○番地 

電話番号 ０５９－○○○－○○○○ 

事業場  ○○市○○町３－4 他○筆 

電話番号 ０５９－○○○－○○○○ 

事業の用に供するすべての施設 
(施設ごとに種類、設置場所、設置

年月日、処理能力、許可年月日及び

許可番号(産業廃棄物処理施設の設

置の許可を受けている場合に限

る。)を記載すること。) 

種類：破砕施設 

設置場所：三重県○○市○○町○番地 

設置年月日：○○年○○月○○日 

処理能力：４０ｔ/日（８ｈ）１基 

許可年月日：○○年○○月○○日 

許可番号：環境第○○号 

 

種類：最終処分場（管理型） 

設置場所：三重県○○市○○町○番地 

設置年月日：○○年○○月○○日 

処理能力：埋立面積○○○○ｍ２、埋立容量○○○○ｍ３ 

許可年月日：○○年○○月○○日 

許可番号：環境第○○号 

保管を行う場合には、保管を行うす

べての場所の所在地、面積、保管す

る産業廃棄物の種類（当該産業廃棄

物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用

製品産業廃棄物又は水銀含有ばい

じん等が含まれる場合は、その旨を

含む。）、処分等のための保管上限及

び積み上げることができる高さ 

所在地：三重県○○市○○町○番地 

面積：○○ｍ２ 

種類：がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く。水銀使用製品産

業廃棄物を除く。） 

保管上限：○ｍ３    

積上げ最高高さ：○ｍ 

事業の用に供する施設の処理方式、

構造及び設備の概要 
様式１－２～３のとおり。 

※ 事 務 処 理 欄   

(日本産業規格 A列4番) 

・法人の場合は、商業登記簿

謄本（履歴事項全部証明書）

に記載されている本店住所・

名称を記載してください。 

・個人の場合は、住民票に記

載されている住所・氏名を記

載してください。 

記載例 
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(第2面) 

既に処理業の許可(他の都

道府県のものを含む。)を有

している場合はその許可番

号(申請中の場合には、申請

年月日) 

都道府県・市名 許可番号(申請中の場合には､申請年月日) 

 三重県 収集運搬業 ０２４０○○○○○○○ 

 ○○県 収集運搬業 （   年 月 日申請） 

 ○○県 処分業（中間処理）０２４２○○… 

    

申請者(個人である場合) 

  

 

(ふ り が な) 

氏 名 
生 年 月 日 

本 籍 

住 所 

    
  

  

(法人である場合) 

(ふ り が な) 

名 称 
住 所 

 
み え ○ か ぶ し き が い し ゃ

三重○株式会社  三重県○○市○○町○番地 

法定代理人(申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合) 

  

（個人である場合） 

(ふ り が な) 

氏 名 
生 年 月 日 

本 籍 

住 所 

    
  

  

（法人である場合） 

  

  

(ふ り が な) 

氏   名 

生 年 月 日 

住 所 

    

 

役員（法定代理人が法人である場合） 

(ふ り が な) 

氏   名 

生 年 月 日 本 籍 

役 職 名 ・ 呼 称 住 所 

 
  

  

 役員(申請者が法人である場合) 

  

(ふ り が な) 

氏 名 

生 年 月 日 本 籍 

役 職 名 ・ 呼 称 住 所 

 
  み え   い ち ろ う

三重  一郎 
○年○月○日  ○○県○○市○○町○番地 

 代表取締役  ○○県○○市○○町○番地 

  
  と ば    じ   ろ う

鳥羽 次郎  
○年○月○日  ○○県○○市○○町○番地 

 取締役  同 上 

 
  ご てん ば    た ろ う

御殿場 太郎  
○年○月○日  ○○県○○市○○町○番地 

 監査役  同 上 

 
  

  

 
  

  

他県等の許可証を取得している場合

は、P7をご確認ください。 
添付書類を省略できる場合があります。 

住民票のとおり記載してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のとおり記載してください。 

記載しきれない場合は「別紙」

と記載し、「別紙」を添付して

ください。 

記載例 

商業登記簿に記載されていると

おりに記載してください。 



 

10 

(第3面) 

発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出

資をしている者(申請者が法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があるとき) 

  

発行済株式の

総数 
１０，０００  株 出資の額  １，０００万円 

(ふ り が な) 

氏名又は名称 
生年月日 

保有する株式の数又

は出資の金額 
本 籍 

割 合 住 所 

  み え   い ち ろ う

三重  一郎 
○年○月

○日 
    ５，０００株  ○○県○○市○○町○番地 

          ５０％  ○○県○○市○○町○番地 
  と ば    じ   ろ う

鳥羽 次郎  
○年○月

○日 
     ３，５００株  ○○県○○市○○町○番地 

          ３５％  同 上 

□□
かぶしきがいしゃ

株式会社 

代表取締役 

〇〇〇〇 

  

        ６００株 （本社）○県○市○町○番地 

           ６％   

    
    

  ※上記の他、５％以上を有する株主はおりません。 

    
    

    

    
    

    

令第6条の10に規定する使用人(申請者に当該使用人がある場合) 

  

(ふ り が な) 

氏 名 

生 年 月 日 本 籍 

役 職 名 ・ 呼 称 住 所 

○○ ○○ 
○年○月○日  ○県○市○町○番地 

 ◆◆工場長  ○県○市○町○番地 

  
    

    

  
    

    

  
    

    

  
    

    

  
    

    

備考 

 1 ※欄は記入しないこと。 

 2 「法定代理人」の欄から「令第6条の10に規定する使用人」までの各欄については、該当する

すべての者を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記

載して、その書類を添付すること。 

 3 「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる

者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執

行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含

む。 

 4 都道府県知事が定める部数を提出すること。 

※手数料欄 

 

・政令使用人が存在する場合は、政令使用人であることの申立書（任意様式）を提出してく

ださい。ただし、商業登記簿謄本に記載されている支店の代表者である場合は、申請書（第

３面）の記載で足りることとします。 

《申立書の記載例》 

【所長、工場長等（役職）：〇○○○（氏名）】は、継続的に業務を行うことができる施設を

有し、かつ、廃棄物の収集又は運搬の業に係る契約を締結する権限を有する者を置く【〇○

営業所（〇〇市〇〇番地〇）】の代表者であることを証明する。 

 

・記載の政令使用人が、以下のいずれかに該当することを確認してください。 

１．本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所）の代表者 

２．前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄

物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する

者を置くものの代表者 

記載の「保有する株式の数又は出資の金額の割合」

の合計が 95%以下の場合に記載してください。 

商業登記簿謄本に記

載の資本金の額を記

載してください。 

記載例 
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様式１－１ （産業廃棄物処分業の場合） 

事業計画の概要 

【以下がれき類の処理についての事例】 

１．事業の全体計画（変更許可申請時には変更部分を明確にして記載すること） 

 

 建設現場で発生するがれき類（石綿含有産業廃棄物を除く。）を当社津リサイクルセン

ターで受入を行う際、目視等で不純物が混入されていないことを確認し、破砕処分を行

う。 

 破砕したがれき類（ＲＣ）は、再生骨材として、また、鉄筋は鉄くずとして売却する。 

  

がれき類（石綿含有産業廃棄物を含む。）は、当社松阪埋立処分場で直接、埋立処分を

行う。 

 

（水銀使用製品産業廃棄物は取り扱わない。） 

 

２．処分する（特別管理）産業廃棄物の種類及び処分量等 

 
(特別管理) 

産業廃棄物

の 種 類 

処分量 

(ｔ／月又は 

ｍ3／月) 

性 状 
予定排出事業場の 

名称及び所在地 
処分方法 

予定処分先の名称及び所在地 

（処分場の名称及び所在地） 

１ 

がれき類 
（石綿含有産
業廃棄物を除
く。） 

○t/月 固形 
㈱○○興業 

三重県桑名市○○ 
破砕 

三重○株式会社 津リ
サイクルセンター 
三重県津市○○ 

２ 

がれき類 
（石綿含有産
業廃棄物を含
む。） 

○t/月 固形 
○○土木㈱ 

愛知県○○市 埋立 

三重○株式会社 松阪
埋立処分場 
三重県松阪市○○ 

３       

４     
  

５ 
      

６ 

   
   

７ 
      

８ 
 

     

備考 取り扱う（特別管理）産業廃棄物の種類ごとに記載すること。 

  

 

・変更許可の場合は、上部に既に許可を受けた種類を記載し、その下に朱書きで追加した廃棄物の種類を

記載してください。 

・がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず等については、石綿含有産業廃棄物を含む場合は２段書きに

して記載してください。 

・燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥、廃酸、廃アルカリについては、水銀含有ばいじん等を含む場合は２

段書きにして記載してください。 

・水銀使用製品産業廃棄物を取り扱う場合は、その製品名と製品を構成する品目を具体的に記載してくだ

さい。 

《記載例》廃蛍光管（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等）（水銀使用製品産業廃棄物） 

・水銀使用製品産業廃棄物を取り扱わない場合は『１．事業の全体計画』にその旨を記載してください。 

・業種指定のある廃棄物の種類については、排出事業者の業種も記載してください。 

・「廃石膏ボード」は「ガラスくず等」として取り扱ってください。 

 

処理残さの処分先ではなく、当該許

可申請に係る自社の処分場について

記載してください。 

 

 

 

 

水銀使用製品産業廃棄物を取り扱わ

ない場合は、記載してください。 

記載例 
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  様式１－２ 

３．施設の概要 

処理施設の種類 破砕施設（施設許可対象施設） 

設置場所 

三重県○○市○○町○番地 

＊移動式処理施設の場合は、その施設を保管する場所の所在
地を記載してください。 

設置年月日 

○○年○○月○○日 

＊廃棄物処理法に規定する使用前検査を要する施設の場合
は、使用前検査結果通知書の検査年月日を記載してくださ
い。 
※使用前検査を要しない施設の場合は、その施設を実際に設
置した年月日を記載してください。（なお、その設置年月日
が真正なものであることを確認するため、納品書や竣工時の

完成検査記録等を提示してください。） 

処理能力 

がれき類：４０トン/日（８ｈ） 

＜別添設計計算書のとおり＞ 

＊処理する産業廃棄物が複数ある場合は、その種類毎に日能
力で記載してください。 

廃棄物の種類 がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く） 

処理施設の処理方式 

及び設備の概要 

処理方式：ジョークラッシャー 

 

 

設備の概要：別添○のとおり 

 

環境保全設備の概要 

 

・粉じん及び騒音対策として、施設は建屋内に設置し、ま

た、施設には散水設備を設けます。 

・振動対策として、基礎を強固にすると共に、防振装置を

設置する。 

・運行車両のタイヤ付着物を洗浄するための洗車場を設置

する。 

 

 

記載内容については「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」に基づく合意形成手

続の結果を反映してください。 

記載例 
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様式１－３ ※最終処分場の記載例です（中間処理業の場合は必要ありません）。 

４．最終処分場 

最終処分場の種類及び名称 種類：管理型最終処分場  名称：㈱○○○○ 

              松阪埋立処分場 

設置場所 松阪市○○番地 

設置年月日 ○○年○○月○○日 

最終処分場の規模等 埋立面積 ○○ｍ２ 全体面積△△ｍ２ 

埋立容量 ○○ｍ３ 残存容量○○ｍ３ 

埋立対象廃棄物の種類 
がれき類（石綿含有産業廃棄物を含む。） 

構造及び設備の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の概要：別添○のとおり 

※ 設備の概要は、つぎの内容を記載してください。 

・囲い、門扉、立札 

・擁壁、えん堤（構造、崩壊防止措置等） 

・開渠 

・集排水設備、調整池、浸出液処理設備、地下水採取設

備、ガス抜き設備 

・洗車設備、駐車場、管理事務所 

放流水の水質等 

放流水の水質（項目と水質）：別添○のとおり 

放流水及び地下水の測定頻度：別添○のとおり 

その他環境保全対策 

 

 

環境保全対策：別添○のとおり 

※ 環境保全対策には、つぎの内容を記載してください。 

・廃棄物の飛散、流出防止対策 

・悪臭防止対策 

・火災防止対策 

・ねずみ、蚊、はえ等の発生防止対策 

・設備の保守点検内容  など 

 

 

記載内容については「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」に基づく合意形成手

続の結果を反映してください。 

 

記載例 
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 様式１－４ 

５．処分業務の具体的な計画（処分業務を行う時間、休業日及び組織及び従業員数を含む。） 

（１）処理工程図 

 別添処理フロー図のとおり 

 

（２）処分業務を行う時間 

 ８：３０～１７：３０（１２：００～１３：００は休憩） 

 

（３）休業日 

 土曜日、日曜日、祝休日 

お盆（８月○日から○日）、年末年始（１２月○日から１月○日） 

定期点検期間中（定期点検は、原則として毎月１回土曜日に行う。） 

 

（４）組織 

 別添の組織図のとおり 

 

（５）従業員数 

１４人 

 

 

   

 

 

 

従業員数の内訳 

                                                   ○○年○○月○○日現在 

申請者又は 

申請者の登

記上の役員 

政令第 6条の 10で 

準用する第 4条の 7に

規定する使用人 

相談役、顧問 

等申請書の登

記外の役員 

事務員 運転手 作業員 その他 合  計 

３人 １人 ０人 
２人 

（うち１人

役員兼務） 

５人 ３人 ０人 １３人 

 兼務者数は、括弧書き

にしてください。 

記載例 
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様式１－５ 

６．環境保全措置の概要 

（１）中間処理施設において講じる措置 

・動力は電気を使用するため、排ガスは発生しない。 

・粉じんについて、作業時に注意を払うとともに、必要に応じて散水により防止する。 

・散水は、粉じん飛散防止のための最小限のものであり、雨水以外の排水はない。 

・施設は建屋内に設置し、粉じん及び騒音の防止を図る。 

・振動については、基礎を強固にすると共に、防振装置を設置する。 

・腐敗性有機物の付着したものは取扱わないため、悪臭の発生はない。 

・洗車場を設置し、運行車両のタイヤ付着物を洗浄する。 

 

（２）保管施設において講じる措置 

・ 保管する廃棄物：がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く。） 

・ 保管方法 ：床面コンクリート（厚さ○○㎝）、屋外にてバラ積み保管する。 

・ 保管能力等： 面積○○ｍ２ 保管量○○ｍ３ 積み上げ高さ○ｍ 

 
＊産業廃棄物の種類ごとに保管方法及び保管能力等（根拠となる図面等から導き出さ
れた数字）を記載してください。 

 

 

 

 

（３）最終処分場において講じる措置 

  ・石綿の飛散防止のため、埋立後、速やかに厚さ１５ｃｍ以上の覆土を行う。 

  

記載内容については「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」に基づく合意形成手

続の結果を反映してください。 

 

 

記載例 
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様式１－６ 

処分後の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理方法を記載した書類 

処分後の産業廃棄物の種類 
・破砕物 ： ＲＣ（製品）、鉄くず 

・処分（破砕）に伴って発生する産業廃棄物はない。 

発生量(ｔ／月又はｍ3／月) 

有価物 

ＲＣ（製品） ○トン／月 

鉄くず    ○トン／月 

処 理 方 法 

自己処理 （処分場所） 

委託処理 

（処分業者名） 

（所在地） 

 

埋立処分    中間処理     売却 

 

    中間処理、売却の場合は具体的な方法 

     
  ㈱○○（所在地：三重県○○市）に下記内容で売却する。 

   ・路盤材及び製鉄原料として利用する。 

・廃プラ等の不純物を含まないこと。 

・ＲＣ  売却価格○○円／トン、 

運搬費用○○円／トン（当社負担） 

・鉄くず 売却価格○○円／トン、 

運搬費用○○円／トン（当社負担） 

備考 処分後の産業廃棄物の種類ごとに記載すること。 

 

 
（第 10面） 

 

 
 

記載内容については「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」に基づく合意形成手

続の結果を反映してください。 

記載例 
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（第 10面） 

様式４ 

 

誓  約  書 

 

 
 申請者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第５項第２号イからヘに該当しない者であるこ

とを誓約します。 

 

 

  ○○年○○月○○日 

 

三 重 県 知 事 様 

 

申請者 

住所  三重県○○市○○町○番地 

氏名  株式会社 ○○○○ 

代表取締役 ○○ ○○   
（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

 

 

 

 

 

 

  

記載例 
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同一書類の添付省略に係る申立書 
    年  月  日 

三重県知事 あて 
 

             申請者  住 所   三重県津市広明町１３番地                 

（届出者） 氏 名   株式会社三重県 

            代表取締役 三重 太郎                       

                       （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

  本申請書（届出書）における下記２の添付書類については、同時に提出しました下記１の申請書

における添付書類と同一ですので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 21条第１項に基

づき、その添付を省略いたします。 

記 

１． 同時に申請した許可申請書の種類 
（１）申請（届出）年月日 

令和〇年〇〇月〇〇日 

（２）処理業の種類 

■ 産業廃棄物処分業   □ 特別管理産業廃棄物処分業 

（３）申請区分 

   □ 新規申請   ■ 更新申請   □ 変更許可申請   □変更届出 

 

２． 添付を省略する書類 

 

■ 定款又は寄附行為 ■ 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

■ 住民票 ■ 登記されていないことの証明書 

■ 講習会修了証の写し（※） ■ 決算書類 

■ 確定申告書の写し（別表一、別表四） ■ 納税証明書（その１） 

□ 委任状（※） □ 優良認定書類一式（※） 

■【様式４】誓約書 
■【様式５】事業の開始に要する資金の総額及びそ

の資金の調達方法を記載した書類（※） 

□【様式６】資産に関する調書 
□ 経理的基礎に係る追加書類 

（書式１～３）（※） 

□ 中小企業診断士の診断書（※） □ 他都道府県市の許可証の写し 

□ その他（      ）  

（※）内容が同一の場合のみ省略できます 

 

記載例 

添付を省略することとした書類に

チェックを入れてください。 

２において添付を省略していない

方の申請・届出にチェックを入れ

てください。 
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（第８面） 

様式５  
 

事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法 
 

内    訳 金    額 （千円） 

事業の開始等に要する 

資 金 の 総 額 

 

２０７，０００ 

 

  

施 設 整 備 資 金 

 

６，０００ 

（施設名称等） 
施設（破砕施設）１台 

重機１機 

売 上 原 価 
 

７０，０００ 

販 売 費 及 び 

一 般 管 理 費 

 

８０，０００ 

借 入 金 返 済 
 

２０，０００ 

 

維持管理積立金 

 

３０，０００ 

 

その他必要資金 

 

１，０００ 

 

（用途） 

 

営業外費用（支払利息等） 

調 
 
 

 
 

達 
 
 

 
 

方 
 
 

 
 

法 

売 上 金 
 

１９０，０００ 

借 入 金 
 

２５，０００ 

（借入先名） 

（借入条件） 

 

借 入 先 ：○○銀行 ○○支店 

利 率 ：○○％ 

返 済 期 間 ：１０年間 

年間返済額：○○ 

その他資金調達 
 

 

（調達方法） 
 

 

 
 

備考  内訳欄の事項については、事業計画に応じ適宜変更すること 

  

・個人、法人とも必要な書類です。 

・更新許可申請についても必要な書類です。 

・今後５年間（優良認定申請者は７年間）における事業

全体の開始又は継続に係る額を記載してください。 

既存の施設をそのまま使用する場合

は、その旨を記載してください。 

必要資金の合計額を記

載してください。 

最終処分場設置者は、最終処分場に係る維

持管理積立金を記載してください。 

上記の項目にあてはまらない資金調

達について記載してください。 

 

今後５年間に新たな借入を予定して

いる金額を記載してください。 

 

「調達方法の合計金額」≧「事業の開始（継続）に要する資金の総額」であることを確認してください。 

（記載例）調達方法の合計金額：215,000 千円 ＞ 事業の開始に要する資金の総額：207,000 千円 

※ただし、以下の１．２．に該当する場合は、各々の示すとおり記載するだけで構いません。 

１．直前期の経常利益及び当期純利益がともにプラスの場合、又は、３年平均の経常利益及び当期純利

益がともにプラスの場合 

⇒ 任意の欄に「新たな資金の調達を要しない」と記載してください。 

 

２．経理的基礎に係る追加書類（書式１～３）を添付する場合 

⇒ 任意の欄に「追加書式のとおり」と記載してください。 

※追加書式が必要となるケースは P21 を参照ください。 

 

記載例 
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（第９面） 

様式６ 

資 産 に 関 す る 調 書 （個 人 用） 
年    月    日現在 

資 産 の 種 別 内    容 数    量 価格、金額（千円） 

現 金 預 金 普通預金  ６０，０００ 

有 価 証 券 株券  ５，０００ 

未 収 入 金    

売 掛 金 売上代金  １，０００ 

受 取 手 形 売上代金  ３，０００ 

土 地 事業用地 ５００㎡    ２０，０００ 

建 物 事務所 １棟      １５，０００ 

備 品 パソコン ２台     ５００ 

処 理 施 設 破砕施設 １台      ２０，０００ 

そ の 他    

    

資     産     計      １２４，５００ 

負 債 の 種 別 内    容 数    量 価格、金額（千円） 

長期借入金 銀行借入       １５，０００ 

短期借入金 代表者借入  ５，０００ 

未 払 金 未払い保険料       ３０ 

預 り 金 従業員預り金     ２００ 

前 受 金    

買 掛 金 仕入代金  ５，０００ 

支 払 手 形 仕入代金  ３，０００ 

そ の 他    

    

負     債     計      ２８，２３０ 
  

  

※
日
付
を
必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い
。 

記載例 確定申告にて貸借対照表を作成され、その内容を転記する場合は、事業主貸、

事業主借、元入金、青色申告特別控除前の所得金額は転記しないでください。 

「資産の総額」＜「負債の総額」の場合は、経理的基礎に係る追加書類（書式２及び３）を提出してく

ださい。 
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（参考１） 経理的基礎の審査に係る書類について 
 
【提出書類】 

 ① 基本書類 

 ＜法人の場合＞ 

・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類（様式５） 

・直前３年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表 

・直前３年の法人税の確定申告書（別表一、別表四）の写し 

・直前３年の法人税の納税証明書（その１） 

＜個人の場合＞ 

・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類（様式５） 

・資産に関する調書（様式６） 

・直前３年の所得税の確定申告書の写し 

・直前３年の所得税の納税証明書（その１） 

 

 ② 追加書類 

 ＜法人の場合＞ 

・収支・資金計画書（法人用）（書式１） 

・売上高内訳書（書式３） 

 ※必要に応じて診断書、申立書等（右記参照） 

＜個人の場合＞ 

・収支・資金計画書（個人用）（書式２） 

・売上高内訳書（書式３） 

※必要に応じて診断書、申立書等（右記参照） 

 

提出書類は下表を参照してください。 

なお、必要に応じて別に書類を求めることがあります。 

 

＜法人の場合＞ 

 
＜個人の場合＞ 

 
※納税状況については、「納税が発生していない」場合でも、青色申告特別控除前の所得金額（白色申告で

は収支内訳書の所得金額）がプラスであれば、「納税が発生している」ものとして取り扱うこととします。 
 
経理的基礎の審査の考え方については、本県において別途定める「産業廃棄物処理業等許可に係る経理的基

礎の審査ガイドライン」を参照してください。 

ケース
自己資本比率
（直前期）

当期純利益
（３年平均）

経常利益
（３年平均）

必要書類等

ケース１ プラス プラス

ケース２ プラス マイナス

ケース３ マイナス プラス

ケース４ マイナス マイナス 基本書類＋追加書類

ケース５ プラス プラス

ケース６ プラス マイナス

ケース７ マイナス プラス

ケース８ マイナス マイナス

ケース９ プラス プラス

ケース１０ プラス マイナス

ケース１１ マイナス プラス

ケース１２

ケース１３
０％未満
【債務超過】

マイナス マイナス 不許可

０％以上１０％未満
基本書類

基本書類＋追加書類
０％未満
【債務超過】

直前３年の基本書類を提出できない法人

１０％以上
基本書類

ケース 直前期の資産状況 必要書類等

ケース１ 基本書類

ケース２

ケース３ 資産＜負債

ケース４

直前３年の所得税の納税状況

資産≧負債
納税が発生している年がある

毎年、納税が発生していない

基本書類＋追加書類－

直前３年の基本書類を提出できない個人

※追加書類については、左記の書類に代えて、

中小企業診断士、公認会計士等の診断書等も可

としますが、内容として必ず左記追加書類の内

容を含むものとしてください。 

 

※１年間の売上高の前期比伸び率が１５％を

超える場合、又は基本書類が１期分も提出でき

ない場合は、三重県との協議の上で中小企業診

断士が作成した診断書を提出してください。 

 

※法人のケース 12、個人のケース４に該当する

場合、直前３年の経理書類が提出できない旨の申

立書（任意様式）を提出してください。 
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事業者名称                

 上記事業者の事業計画について、次の観点から診断を行った。 

改善策 

□ 直前３年の実績評価における赤字及び債務超過等の要因説明が、直前３

年の決算書に照らして合理的な内容となっていること 

 

□ 改善内容が、直前３年の事業評価における赤字及び債務超過等の要因を

ふまえた内容であり、また、過去の決算書及び今後の事業の見通しに照

らして妥当な内容となっていること 

収支計画 

□ 売上高及び経費は、直前３年の決算書における実績額に照らして妥当な

ものであること 

 

□ 売上高は、有する許認可施設等の能力、人員等からみて妥当な業務量

等により見込まれたものであること 

 

□ 前期比１５％を超える売上高伸び率となる収益性が確保できる事業が

存在し、その収益額が妥当であること 

 

□ 処理単価は、著しく妥当性を欠くような価格となっていないこと 

 

□ 適正な処理や維持管理のための費用が妥当な金額で経費として見込ま

れて いること 

 

□ 施設整備のための費用、未処理の廃棄物の適正な処理に要する費用、

処理  後の廃棄物の処分委託費用、埋立処分終了後の維持管理に要

する費用等が 見込まれていること 

 

□ 処理後の再生品の売却による収益が見込まれている場合には、具体的

な売却先が明確であり、売却数量、売却価格等が著しく妥当性を欠く

ようなものとなっていないこと 

 

□ 廃棄物処理業以外の事業がある場合、廃棄物処理部門とそれ以外の部門

の 計画を別に作成していること 

資金計画 

□ 設備投資の計画がある場合、施設の設置、改修、更新等の今後の設備投

資の見通しに沿ったものであること 

 

□ 借入金により資金を調達する場合には、借入先、借入条件等が明らか

になっていること 

＜提出を求めた書類＞ 

・ 

・ 

□ 現に有している借入先の返済について、今後の返済の見通しが妥当な

ものであること 

＜提出を求めた書類＞ 

・ 

・ 

中小企業診断士            

１年間の売上高の前期比伸び率が１５％を超える場合、又は基本書類が１期分も提出できない場合は、

三重県との協議事項として、中小企業診断士が作成した診断書に、以下のチェックシートを添付してく

ださい。 
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書式１                                   年  月  日 

収支・資金計画書（法人用） 

 

 

 

 
 

  

収支計画

直前期 １年後 ２年後 ３年後 ４年後 ５年後

産業廃棄物部門売上高

その他売上高

小計　（内訳は書式３による） 0 0 0 0 0

外注費

労務費

減価償却費

維持管理積立金

その他

小計 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

役員報酬

人件費

減価償却費

その他

小計 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0Ｏ当期未処分利益(Ｍ+Ｎ)

Ｉ特別利益

Ｊ特別損失

Ｋ税引前当期純利益(Ｈ+Ｉ-Ｊ)

Ｌ法人税、住民税及び事業税

Ｍ当期純利益(Ｋ-Ｌ)

Ｎ前期繰越利益

Ｃ売上総利益(Ａ-Ｂ)

Ｄ
販
売
管
理
費

Ｅ営業利益(Ｃ-Ｄ)

Ｆ営業外収益

Ｇ営業外費用

Ｈ経常利益(Ｅ+Ｆ-Ｇ)

（単位：　千円）

Ａ
売
上
高

Ｂ
売
上
原
価

資金計画

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

⑥借入金返済額

⑦次期繰越金(①+②+③+④-⑤-⑥)

①前期繰越金

②償却前利益(Ｍ+減価償却費)

③借入実行額

④その他資金調達

⑤設備投資支払額

書式１

収支計画

直前期 １年後 ２年後 ３年後 ４年後 ５年後

産業廃棄物部門売上高

その他売上高

小計　（内訳は書式３による） 0 0 0 0 0

外注費

労務費

減価償却費

維持管理積立金

収 その他

支 小計 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0

画 役員報酬

人件費

減価償却費

その他

小計 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

資金計画

0 0 0 0 0

資 0 0 0 0 0

金

計

画

0 0 0 0 0

改善に向けた具体策

（単位：　千円）

経費

その他

⑤設備投資支払額

⑥借入金返済額

項目

売上高

売上原価

純資産

①前期繰越金

　　年　　月　　日

収支・資金計画書（法人用）

Ｋ税引前当期純利益(Ｈ+Ｉ-Ｊ)

Ｌ法人税、住民税及び事業税

Ｈ経常利益(Ｅ+Ｆ-Ｇ)

Ｉ特別利益

Ｊ特別損失

Ｅ営業利益(Ｃ-Ｄ)

Ｆ営業外収益

改善内容

②償却前利益(Ｍ+減価償却費)

⑦次期繰越金(①+②+③+④-⑤-⑥)

③借入実行額

④その他資金調達

Ａ

売

上

高

Ｂ

売

上

原

価

Ｄ

販

売

管

理

費

Ｍ当期純利益(Ｋ-Ｌ)

Ｃ売上総利益(Ａ-Ｂ)

Ｇ営業外費用

Ｎ前期繰越利益

Ｏ当期未処分利益(Ｍ+Ｎ)

実績評価

※資金計画の前期繰越金に関しては直前の貸借対照表に記載されている「流動資産」の現金と預金を足し合わせた額を記載してく

ださい。

※収支計画の前期繰越利益は直前の貸借対照表の繰越利益余剰金を記載してください。

１～５年後の「Ａ売上高」の小計が

前期比伸び率１５％を超える場合

は、三重県との協議の上で中小企業

診断士が作成した診断書を提出して

ください。 

直前期の「Ａ売上高」～「Ｍ当期純利益」までは、

直前期の決算書の損益計算書（売上原価及び販売

管理費の内訳書を含む。）の該当項目の金額をその

まま記載してください。 

直前期の「Ｏ当期未処分利益」は、直前期の貸借対照

表の繰越利益剰余金の額を記載してください。 

１～５年後の「Ｎ前期繰越金」には、前期の「Ｏ当期未

処分利益」のをそのまま記載してください。 

最終処分場設置者のみ、最終処分場に係る維

持管理積立金を記載してください。 

１～５年後の「①前期繰越金」には、前期の「⑦次期繰

越金」をそのまま記載してください。 

直前期の「⑦次期繰越金」には、直前の貸借対照表の流動資

産における現金・預金の合計額を記載してください。 

上記項目に当てはまらない項目は 

「その他」に記載してください。 

斜線の部分は記載不要。 

《実績評価》 

追加書類が必要となった要因の説明を、各項目に対応するように記載してください。 

直接的な要因でない項目は、現在の状況や数年の推移等を記載してください。 

「その他」には、上４つの項目にあてはまらない要因があれば記載してください。 

《改善内容》 

実績評価の内容を踏まえて、改善に向けた具体策を記載してください。 

改善が不要である項目は、記載不要です。 

斜線の部分は記載不要。 

記載例 
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書式２                                   年  月  日 

収支・資金計画書（個人用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

収支計画

直前期 １年後 ２年後 ３年後 ４年後 ５年後

Ａ 売上高

Ｂ 売上原価

Ｃ 売上利益（Ｃ＝Ａ－Ｂ） 0 0 0 0 0

Ｄ その他収入

Ｅ その他経費

Ｆ 差引利益（Ｆ＝Ｃ＋Ｄ－Ｅ） 0 0 0 0 0

Ｇ 各種引当金・準備金等繰戻額等

Ｈ 各種引当金・準備金等繰入額等

Ｉ 所得額（Ｉ＝Ｆ＋Ｇ－Ｈ） 0 0 0 0 0

（単位：　千円）

資金計画

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

③借入実行額

④その他資金調達

⑤設備投資支払額

⑥借入金返済額

⑦次期繰越金（①＋②＋③＋④－⑤－⑥）

①前期繰越金

②税引後所得金額

書式１

収支計画

直前期 １年後 ２年後 ３年後 ４年後 ５年後

産業廃棄物部門売上高

その他売上高

小計　（内訳は書式３による） 0 0 0 0 0

外注費

労務費

減価償却費

維持管理積立金

収 その他

支 小計 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0

画 役員報酬

人件費

減価償却費

その他

小計 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

資金計画

0 0 0 0 0

資 0 0 0 0 0

金

計

画

0 0 0 0 0

改善に向けた具体策

（単位：　千円）

経費

その他

⑤設備投資支払額

⑥借入金返済額

項目

売上高

売上原価

純資産

①前期繰越金

　　年　　月　　日

収支・資金計画書（法人用）

Ｋ税引前当期純利益(Ｈ+Ｉ-Ｊ)

Ｌ法人税、住民税及び事業税

Ｈ経常利益(Ｅ+Ｆ-Ｇ)

Ｉ特別利益

Ｊ特別損失

Ｅ営業利益(Ｃ-Ｄ)

Ｆ営業外収益

改善内容

②償却前利益(Ｍ+減価償却費)

⑦次期繰越金(①+②+③+④-⑤-⑥)

③借入実行額

④その他資金調達

Ａ

売

上

高

Ｂ

売

上

原

価

Ｄ

販

売

管

理

費

Ｍ当期純利益(Ｋ-Ｌ)

Ｃ売上総利益(Ａ-Ｂ)

Ｇ営業外費用

Ｎ前期繰越利益

Ｏ当期未処分利益(Ｍ+Ｎ)

実績評価

※資金計画の前期繰越金に関しては直前の貸借対照表に記載されている「流動資産」の現金と預金を足し合わせた額を記載してく

ださい。

※収支計画の前期繰越利益は直前の貸借対照表の繰越利益余剰金を記載してください。

「Ａ売上高」は書式３の売上高

と一致するように記載してくだ

さい。 

直前期の「Ａ売上高」～「Ｉ所得額」

までは、直前期の確定申告書及び収支

内訳書等の該当項目の金額をそのまま

記載してください。 

１～５年後の「①前期繰越金」には前期の「⑦次期

繰越金」をそのまま記載してください。 

直前期の「⑦次期繰越金」には、原則前年度末時点の現

金・預金の合計額（確定申告書内の貸借対照表等）を記

載してください。 

１～５年後の「Ａ売上高」の小計が

前期比伸び率１５％を超える場合

は、三重県との協議の上で中小企業

診断士が作成した診断書を提出して

ください。 

《実績評価》 

追加書類が必要となった要因の説明を、各項目に対応するように記載してください。 

直接的な要因でない項目は、現在の状況や数年の推移等を記載してください。 

「その他」には、上４つの項目にあてはまらない要因があれば記載してください。 

《改善内容》 

実績評価の内容を踏まえて、改善に向けた具体策を記載してください。 

改善が不要である項目は、記載不要です。 

 

斜線の部分は記載不要。 

記載例 
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書式３                                  年  月  日 

売上高内訳書 

＜１年度目＞ 

産業廃棄物

処理業等 
品目 取扱量 単価（円） 売上額（円） 

    

    

    

    

    

小計  

その他事業 事業内容 売上額（円） 

  

  

小計  

合計  

 

＜２年度目＞ 

産業廃棄物

処理業等 
品目 取扱量 単価（円） 売上額（円） 

建設系廃棄物 ○○ｔ ○○○円/ｔ ○○○○円 

汚泥 ○○ｍ３ ○○○円/ｍ３ ○○○○円 

鉱さい ○ｔ ○○○円/ｔ ○○○○円 

    

    

小計 ○○○○円 

その他事業 事業内容 売上額（円） 

建設業 ○○○○円 

  

小計 ○○○○円 

合計 ○○○○円 

 

＜３年度目＞ 

産業廃棄物

処理業等 
品目 取扱量 単価（円） 売上額（円） 

建設系廃棄物 ○○ｔ ○○○円/ｔ ○○○○円 

汚泥 ○○ｍ３ ○○○円/ｍ３ ○○○○円 

鉱さい ○ｔ ○○○円/ｔ ○○○○円 

    

    

小計 ○○○○円 

その他事業 事業内容 売上額（円） 

建設業 ○○○○円 

  

小計 ○○○○円 

合計 ○○○○円 

品目には、売上に占める主な

品目を記載してください。 

書式１（法人用）の売上高小計の金額、書式２（個人用）の売上高の金額と一

致していることを確認してください。 

書式１（法人用）の売上高の「産業廃棄物売上高部門」の金

額と一致していることを確認してください。 

書式１（法人用）の売上高の「その他売上高」の金額と一

致していることを確認してください。 

単価は、今後予定される処分契

約の単価の平均額等を基に記

載してください。 

取扱量の単位

を記載してく

ださい。 

（ｔ、ｍ３等） 

記載例 
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＜４年度目＞ 

産業廃棄物

処理業等 
品目 取扱量 単価（円） 売上額（円） 

建設系廃棄物 ○○ｔ ○○○円/ｔ ○○○○円 

汚泥 ○○ｍ３ ○○○円/ｍ３ ○○○○円 

鉱さい ○ｔ ○○○円/ｔ ○○○○円 

    

    

小計 ○○○○円 

その他事業 事業内容 売上額（円） 

建設業 ○○○○円 

  

小計 ○○○○円 

合計 ○○○○円 

 

＜５年度目＞ 

産業廃棄物

処理業等 
品目 取扱量 単価（円） 売上額（円） 

建設系廃棄物 ○○ｔ ○○○円/ｔ ○○○○円 

汚泥 ○○ｍ３ ○○○円/ｍ３ ○○○○円 

鉱さい ○ｔ ○○○円/ｔ ○○○○円 

    

    

小計 ○○○○円 

その他事業 事業内容 売上額（円） 

建設業 ○○○○円 

  

小計 ○○○○円 

合計 ○○○○円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載例 
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（参考２） 優良産業廃棄物処理業者認定制度について 

 

（１）制度の概要 
  産業廃棄物処理業者（特別管理産業廃棄物処理業者を含む。以下同じ。以下「処
理業者」という。）の申請により、産業廃棄物処理業等の実施に関し優れた能力及び
実績を有する者の基準（以下「優良基準」という。）への適合性を審査し認定（以下
「優良認定」という。）を行うものです。認定を受けた処理業者については、許可証
へ優良認定処理業者の証として「優良マーク」が示されるとともに、通常５年の産
業廃棄物処理業等の許可の有効期間が７年となります。 

 
＜許可証に記載される優良マーク＞ 

 

 
 
 
 
 
 
 

また、産業廃棄物処理業等の更新許可申請時や変更許可申請時に優良基準に適合
すると認められる場合は、以下に示す書類を省略できます。 
・ 事業計画の概要を記載した書類（※） 
・ 処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類（※） 

・ 直前３年の財務諸表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 
・ 定款又は寄附行為 

（※）変更許可申請の場合は、「事業計画の概要を記載した書類」については添付の必要があるため、 

ご注意ください。 
 

（２）申請時期 
産業廃棄物処理業の許可の更新申請時 

※許可の前倒し更新（現に受けている許可の更新期限の到来を待たずして、許可の更新の申請を行

うこと）により優良認定の申請をすることは可能です。ただし、最初の許可を受けてから５年を経

過している場合に限ります。 
 

（３）優良基準 
① 遵法性に係る基準 
② 事業の透明性に係る基準 
③ 環境配慮の取組に係る基準 
④ 電子マニフェストに係る基準 
⑤ 財務体質の健全性に係る基準 

 
（４）申請書類等 
  申請書類、申請手続等の優良産業廃棄物処理業者認定制度の詳細については、環
境省の「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」、三重県の「優良産廃処理業者
認定制度認定取得の手引き」を参照してください。  
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環境大臣の指定を受けた者（※）が発行する『事業の透明性に係る基準の適合についての証明書（以

下、適合証明書という。）』を提出することにより、公表情報を掲載したインターネット上のページの

写し及び更新履歴を一覧に示した書類を省略することができます。 

――― 多量である“公表情報を掲載したインターネット上のページ”を印刷する必要がありません！ 
 

（※）令和２年９月23日付環境省告示第74号により、公益財団法人産業廃棄物処理振興財団（以下、財

団という。）が環境大臣の指定を受けました。財団においては、適合証明書の申請者について、インタ

ーネットによる公表状況及び公表内容を確認し、基準に適合していれば、申請者に対してPDFデータで

適合証明書が発行されます。 

 ただし、「産廃情報ネット‐さんぱいくん」を利用して、事業の透明性に係る基準に基づく公表情報

を作成・公表していることが必要です。この他、財団の適合証明サービスを利用するにあたっての諸条

件については、財団へお問い合わせください。 

 

＜図．事業の透明性の基準適合証明書の例＞ 

 
 

 適合証明書を提出することなく、以下のとおり「事業の透明性に係る基準に適合することを証する書

類」を添付して申請することは可能ですが、当県が自ら審査を行いますので、他県等で既に優良認定を

受けている場合であっても、必ずしも優良認定を受けることができるとは限りませんので、あらかじめ

ご承知おきください。 

 [新たに優良認定の申請をする場合] 

・申請日の６ヶ月前及び申請時における該当ホームページの写し（※） 

・更新履歴を一覧に示した書類 

 [優良認定の更新の申請をする場合（既に優良認定を受けた者が再度、優良認定の申請をする場合）] 

・前回の優良認定を受けた日及び今回の申請時における該当ホームページの写し（※） 

・更新履歴を一覧に示した書類 

（※）自社ホームページで公表している場合は、前回の優良認定を受けた日から今回の申請時までに更

新した該当ホームページの写しを追加で添付する必要があります。

＜表．適合証明書を提出する場合の添付書類＞ 

1 適合証明書 

2 特定不利益処分を受けていないことの誓約書 

3 

環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する

書類 

― ISO14001又はエコアクション21若しくはこれと

相互認証されている認証制度による認証 

4 電子マニフェストシステム加入証 

5 
国税（法人税及び消費税）及び地方消費税の納税証明

書（その３の３） 

6 三重県に納付すべき都道府県税の納税証明書 

7 三重県内の市町に納付すべき市町村税の納税証明書 

8 

三重県内に設置している事務所・事業場についての納

付すべき社会保険料・労働保険料を滞納していないこ

とを証する書類 

※ 
三重県内に事務所・事業場を設置していない場合に

は、6～8に代えて、その旨の申立書 

 

優良認定を申請する場合、国の指定機関による事業の透明性 
に係る基準の「適合証明書」をご活用ください！ 
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様式第十号(第十条の九関係) 

 (第1面) 

産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書 

○○年○○月○○日 

 三 重 県 知 事 殿 

                    

申請者  〒＊＊＊－＊＊＊＊ 

住 所 三重県○○市○○町○番地 

氏 名 三重○株式会社 

代表取締役 三重一郎 

電話番号 ０５９－○○○－○○○○ 

 

代理人   住 所 三重県○○市○○町○番地 

氏 名 行政書士 伊勢次郎    職印 

電話番号  ０５９－○○○－○○○○  

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定により、産 業 廃 棄 物 処 分業の事業範

囲の変更の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。 

許 可 の 年 月 日 及 び 許 可 番 号 ○○年○○月○○日第０２４２○○○○○○○号 

収 集 運 搬 業 ・ 処 分 業 の 区 分  処分業 

許可に係る事業の範囲(収集運搬業

にあっては、取り扱う産業廃棄物の

種類（当該産業廃棄物に石綿含有産

業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物

又は水銀含有ばいじん等が含まれ

る場合は、その旨を含む。）及び積

替え又は保管を行うかどうか、処分

業にあっては、処分の方法ごとに区

分して取り扱う産業廃棄物の種類

（当該産業廃棄物に石綿含有産業

廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又

は水銀含有ばいじん等が含まれる

場合は、その旨を含む。）を記載す

ること。) 

中間処分（破砕） 

 

がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く。） 

変 更 の 内 容  取扱品目（木くず）の追加 

変 更 理 由  事業拡大のため 

変更に係る事業の用に供する施設

の種類、数量、設置場所、設置年月

日、処理能力、許可年月日及び許可

番号(産業廃棄物処理施設の設置の

許可を受けている場合に限る。) 

種類：破砕施設（既設） １基 

設置場所：三重県○○市○○町○番地 

設置年月日：○○年○○月○○日 

処理能力：２０ｔ/日（８ｈ） 

許可年月日：○○年○○月○○日 

許可番号：環境第○○号 

変更に係る事業の用に供する施設

の処理方式、構造及び設備の概要 
 様式１－２のとおり 

※ 事 務 処 理 欄   

 (日本産業規格 A列4番)  

記載例 
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様式第十四号(第十条の十六関係)  

 (第1面) 

特別管理産業廃棄物処分業許可申請書 

○○年○○月○○日 

 三 重 県 知 事  殿 

                                

申請者  〒＊＊＊－＊＊＊＊ 

住 所 三重県○○市○○町○番地 

氏 名 三重○株式会社                                               

代表取締役 三重一郎 

電話番号 ０５９－○○○－○○○○ 

代理人  住 所 三重県○○市○○町○番地 

氏 名 行政書士 伊勢次郎  職印 

電話番号 ０５９－○○○－○○○○ 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の規定により、特別管理産業廃棄物処分業の

許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。 

事業の範囲(処分の方法ごとに区分

して取り扱う特別管理産業廃棄物

の種類を記載すること。) 

 

中間処分（焼却） 

 

引火性廃油 

 

事 務 所 及 び 事 業 場 の 所 在 地 

事務所   ○○市○○町○番地 

電話番号 ０５９－○○○－○○○○ 

事業場  ○○市○○町○番地 他○筆 

電話番号 ０５９－○○○－○○○○ 

事業の用に供するすべての施設 
(施設ごとに種類、設置場所、設置

年月日、処理能力、許可年月日及び

許可番号(産業廃棄物処理施設の設

置の許可を受けている場合に限

る。)を記載すること。) 

種類：焼却施設 

設置場所：三重県○○市○○町○番地 

設置年月日：○○年○○月○○日 

処理能力：４０ｔ/日（８ｈ）１基 

許可年月日：○○年○○月○○日 

許可番号：環境第○○号 

保管を行う場合には、保管を行うす

べての場所の所在地、面積、保管す

る特別管理産業廃棄物の種類、特別

管理産業廃棄物に係る処分等のた

めの保管上限及び積み上げること

ができる高さ 

所在地：三重県○○市○○町○番地 

面積：○○㎡（引火性廃油） 

保管上限：○ｍ3  （有効容量 ○ｍ3 タンク２基） 

積み上げ最高高さ：－ｍ 

事業の用に供する施設の処理方式、

構造及び設備の概要 
 様式１－２のとおり 

※ 事 務 処 理 欄   

(日本産業規格 A列4番) 

記載例 
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様式第十六号(第十条の二十二関係) 

(第1面) 

特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書 

  

○○年○○月○○日 

 三 重 県 知 事  殿 

                                                

申請者  〒＊＊＊－＊＊＊＊ 

住 所 三重県○○市○○町○番地 

氏 名 三重○株式会社 

    代表取締役 三重一郎 

電話番号  ０５９－○○○－○○○○ 

 

代理人   住 所 三重県○○市○○町○番地 

氏 名 行政書士 伊勢次郎  職印 

電話番号 ０５９－○○○－○○○○ 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 1 4条の5第1項の規定により、特別管理産業廃棄 

物処分業の事業範囲の変更の許可を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。 

許 可 の 年 月 日 及 び 許 可 番 号 ○○年○○月○○日 第０２４７○○○○○○○号 

収 集 運 搬 業 ・ 処 分 業 の 区 分  処分業 

許可に係る事業の範囲(収集運搬業

にあっては、取り扱う特別管理産業

廃棄物の種類及び積替え又は保管

を行うかどうか、処分業にあって

は、処分の方法ごとに区分して取り

扱う特別管理産業廃棄物の種類を

記載すること。) 

中間処理（焼却） 

 

引火性廃油 

変 更 の 内 容 
 取扱品目（腐食性廃酸及び腐食性廃アルカリ）及び  中間処

理（中和）の追加 

変 更 理 由  事業拡大のため 

変更に係る事業の用に供する施設

の種類、数量、設置場所、設置年月

日、処理能力、許可年月日及び許可

番号(産業廃棄物処理施設の設置の

許可を受けている場合に限る。) 

 種類：中和施設（追加） 

  設置場所：三重県○○市○○町○番地 

  設置年月日：○○年○○月○○日 

  処理能力：２０ｍ3  /日（８ｈ）１基 

  許可年月日：－ 

  許可番号：－ 

変更に係る事業の用に供する施設

の処理方式、構造及び設備の概要 
 様式１－２のとおり 

※事 務 処 理 欄   

(日本産業規格 A列4番) 

  

記載例 
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産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業変更届について 

 

１ 変更届の提出方法 

 Ⅰ 県内業者の場合 

    正本１部、副本１部（届出書を受理した後に返却します。）を管轄する地域防災総合事務所

（または地域活性化局）環境室へ提出してください。 

 Ⅱ  県外業者の場合（県外業者であって、事務所、事業場及び移動式の処理施設の保管場所のいずれも県内

に有さず、県外に移動式の処理施設の保管場所を有する場合） 

    正本１部、副本１部（届出書を受理した後に返却します。）を県庁環境生活部環境共生局廃

棄物対策課へ提出してください。 

変更届は、変更日から１０日以内（商業登記簿謄本の添付を必要とする場合は３０日以内）

に提出してください。ただし、遠隔地等でやむを得ず郵送する場合は、副本の返信用封筒（送

付先を記入し、副本重量分の切手を貼付したもの）を同封してください。万が一提出が遅延し

た場合は遅延理由を提示してください。 

 

２ 変更届添付書類 

変  更  事  項 添  付  書  類 

氏名又は名称 

＜法人の場合＞ 

①定款又は寄附行為 

②商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

＜個人の場合＞ 

①住民票（本籍記載のもの、個人番号が記載されていないこと） 

②登記事項証明書（登記されていないことの証明書）等 

住所 

＜法人の場合＞ 

①商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

②変更後の事務所及び事業場の付近の見取図 

注）②は、事務所及び事業場に変更がある場合に添付すること。 

＜個人の場合＞ 

①住民票（本籍記載のもの、個人番号が記載されていないこと） 

②変更後の事務所及び事業場の付近の見取図 

注）②は、事務所及び事業場に変更がある場合に添付すること。 

事務所及び事業場の所在地 変更後の事務所及び事業場の付近の見取図 

役員（代表者を含む。） 

①役員・株主等新旧対照表【様式７】 

②商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

③役員の住民票（本籍記載のもの、個人番号が記載されていない

こと） 

④役員の登記事項証明書（登記されていないことの証明書）等 

注）③④は、新たに追加された者のみ添付すること。 

株主又は出資者 

＜株主又は出資者が法人の場合＞ 

①役員・株主等新旧対照表【様式７】 

②株主又は出資者の商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

注）②は、新たに追加された法人のみ添付すること。 

＜株主又は出資者が個人の場合＞ 

①役員・株主等新旧対照表【様式７】 

②株主又は出資者の住民票（本籍記載のもの、個人番号が記載さ

れていないこと） 

③株主又は出資者の登記事項証明書（登記されていないことの証

明書）等 

注）②③は、新たに追加された者のみ添付すること。 
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政令で定める使用人 

①役員・株主等新旧対照表【様式７】 

②政令使用人の住民票（本籍記載のもの、個人番号が記載されて

いないこと） 

③政令使用人の登記事項証明書（登記されていないことの証明書）

等 

注）②③は、新たに追加された者のみ添付すること。 

政令使用人の新任の場合は、政令使用人であることの申立書

（任意様式）を提出してください。 

法定代理人（法定代理人が法人

である場合においては、その役

員を含む。） 

＜法定代理人が法人の場合＞ 

①役員・株主等新旧対照表【様式７】 

②法定代理人の商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

③法定代理人の役員の住民票（本籍記載のもの、個人番号が記載

されていないこと） 

④法定代理人の役員の登記事項証明書（登記されていないことの

証明書）等 

注）③④は、新たに追加された者のみ添付すること。 

＜法定代理人が個人の場合＞ 

①役員・株主等新旧対照表【様式７】 

②法定代理人の住民票（本籍記載のもの、個人番号が記載されて

いないこと） 

③法定代理人の登記事項証明書（登記されていないことの証明書）

等 

 

事業の用に供する施設（運搬容

器その他これに類するものは除

く。）並びにその設置場所及び

構造又は規模 

P4 「２ 事業の用に供する施設（保管場所を含む。）の構造等を明

らかにする書類」、「３ 施設の所有権又は使用権原を有することを

証する書類」参照、「様式１－２」 

注）変更又は新たに追加された施設のみ添付すること。 

産業廃棄物処分業者にあって

は、保管の場所に関する事項 

P4 「２ 事業の用に供する施設（保管場所を含む。）の構造等を明

らかにする書類」、「３ 施設の所有権又は使用権原を有することを

証する書類」参照 

注）変更又は新たに追加された施設のみ添付すること。 

【許可証書換え】 
住所・法人名・代表者の変更により、許可証の書換えを希望される場合は、書換え前の許可証（原

本）を返納する必要がありますので、届出時又は書換え後の許可証の交付までに、旧許可証を返納

してください。その際、許可証返納届出書を併せてご提出ください。 

なお、旧許可証を後日返納する場合は、届出時に許可証の写しを添付してください。また、旧許

可証を郵送で返納する場合は、返納後に新しい許可証を交付します。 

郵送による許可証の送付を希望される場合、５３０円分の切手を貼った返信用封筒（簡易書留）

又はレターパックプラスをご提出ください。（副本を同時に返送する場合は、その重量分も含めた

金額の切手を貼ってください。） 

※商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）、住民票、登記事項証明書（登記されていないことの証明

書）（東京法務局が交付する成年被後見人、被保佐人とする記録がないことを証明する書類。以下同

じ。）等、発行日のある添付書類については届出日以前３ヶ月以内に発行された最新の情報にかかる

ものを添付してください。 
 

 なお、これらの書類は、原本を提示していただくことで、写しによる提出を可とします。（原本の

郵送での返却を希望される場合は、必要な分の切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。） 

※申請書及び届出書の表紙、申立書及び委任状には押印不要ですが、行政書士の職印は必要です。 

※「精神の機能の障害により廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思

疎通を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類」

として、登記事項証明書（登記されていないことの証明書）を添付してください。これによらない場

合、医師の診断書、認知症に関する試験結果等を添付してください。登記事項証明書（登記されてい

ないことの証明書）における必要な証明事項は「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」ことで
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す。 

※事業の用に供する施設に係る変更を行う場合は、「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する

条例」に基づく諸手続きが必要となる場合があります。同条例に基づく合意形成手続き等を行った場

合は、その結果を記載内容に反映してください。  
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  様式第十一号(第十条の十関係) 

産業廃棄物処理業 
廃止 

変更 
届出書 

○○年○○月○○日 

 三 重 県 知 事  殿 

                                               

届出者 〒＊＊＊－＊＊＊＊ 

住 所 三重県○○市○○町○番地 

氏 名 三重○株式会社 

代表取締役 三重一郎 

電話番号 ０５９－○○○－○○○○ 

 

代理人  住 所 三重県○○市○○町○番地 

氏 名 行政書士 伊勢次郎   職印 

電話番号  ０５９－○○○－○○○○                 

  ○○年○○月○○日付け第０２４…… 号で許可を受けた産業廃棄物処理業に係る以下の 

事項について 
廃止 

変更 
したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 1 4条の 2第 3項に 

おいて準用する同法第7条の2第3項の規定により、関係書類等を添えて届け出ます。 

  新 旧 

廃止した事業又は変

更した事項の内容 

(規則第10条の10第 

1項第 2号に掲げる 

事項を除く。) 

（法人名の変更） 

  株式会社三重県環境部 

（処理施設の変更） 

 別紙処理施設新旧対照図面のとお

り 

    株式会社三重県 

 

 

 

変更した事項の内容(規則第10条の10第1項第2号に掲げる事項) 

  

（変更内容が法人に係るものである場合）※法定代理人、株主及び出資をしている者の変更 

（ふりがな） 

名   称 
住           所 

  

（変更内容が個人に係るものである場合）※法定代理人、役員（法定代理人が法人である場合の

当該法人の役員を含む）、株主、出資をしている者及び使用人の変更 

(ふ り が な) 

氏 名 

生 年 月 日 本 籍 

役職名・呼称 住 所 

 
  

  

  
    

    

廃止又は変更の理由  法人名、処理施設の変更 

備考 

 1 この届出書は、廃止又は変更の日から10日（法人で規則第10条の10第3項第1号又は第2号の規

定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日）以内に提出すること。 

 2 各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記

載し、この様式の例により作成した書面を添付すること。 

(日本産業規格 A列4番)  

  

※法定代理人、役員（代表者を含む）、株主又は出資者、政令で定める使用

人が変更の場合はこの欄へ追加になった者のみ記載してください。 

記載例 
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様式第十七号(第十条の二十三関係)  

                  

               特別管理産業廃棄物処理業 

 

廃止 

変更 
届出書 

 

○○年○○月○○日 

 三 重 県 知 事 殿 

                            

届出者 〒＊＊＊－＊＊＊＊ 

住 所 三重県○○市○○町○番地 

氏  名  三重○株式会社 

代表取締役 三重一郎  

電話番号 ０５９－○○○－○○○○ 

 

代理人  住 所 三重県○○市○○町○番地 

氏  名  行政書士 伊勢次郎   職印 

    電話番号  ０５９－○○○－○○○○ 

  ○○年○○月○○日付け第０２４……  号で許可を受けた特別管理産業廃棄物処理業に係る 

以下の事項について 
廃止 

変更 
したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第3項 

において準用する同法第7条の2第3項の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。 

  新 旧 

廃止した事業又は

変更した事項の内

容 (規則第 1 0条の 

2 3第 1項第 2号に 

掲 げ る 事 項 を 除 

く。) 

（処理施設の変更） 

 別紙処理施設新旧対照図面のとお

り 

（役員の変更） 

 別紙役員等新旧対照表のとおり 

 

 

 

変更した事項の内容(規則第10条の23第1項第2号に掲げる事項) 

  

（変更内容が法人に係るものである場合）※法定代理人、株主及び出資をしている者の変更 

（ふりがな） 

名   称 
住 所 

  

（変更内容が個人に係るものである場合）※法定代理人、役員（法定代理人が法人である場合の

当該法人の役員を含む）、株主、出資をしている者及び使用人の変更 

(ふ り が な) 

氏 名 

生 年 月 日 本 籍 

役 職 名 ・ 呼 称 住 所 

志摩
し ま

次郎
じ ろ う

 
昭和25年10月10日 三重県○○市○○町○番地 

取締役 三重県○○市○○町○番地 

  
    

    

廃止又は変更の理由  取締役、処理施設の変更 

備考 

 1 この届出書は、廃止又は変更の日から10日（法人で規則第10条の10第3項第1号又は第2号の規

定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日）以内に提出すること。 

 2 各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記

載し、この様式の例により作成した書面を添付すること。 

(日本産業規格 A列4番) 

記載例 
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様式７                                         
 

役員・株主等新旧対照表 
 

 

新（変更後） 
 

 

旧（変更前） 
 

 

 役職名 
 

ふ り が な 

氏     名 

 変更の 

 内 容 

 

 役職名 
 

ふ り が な 

氏     名 

 変更の 

 内 容 

代表取締役 みえ たろう 

三重 太郎 

 代表取締役 みえ たろう  

三重 太郎 

 

取締役 みえ じろう 

三重 次郎 

新任 取締役 みえ はなこ 

三重 花子 

監査役へ 

監査役 みえ はなこ 

三重 花子 

取締役から 監査役 みえ いちろう 

三重 一郎 

退任 

      

株主 みえ たろう 

三重 太郎 

５０％ 株主 みえ たろう 

三重 太郎 

５０％ 

株主 みえ じろう 

三重 次郎 

２５％ 株主 みえ じろう 

三重 次郎 

５０％ 

株主 みえ さぶろう 

三重 三郎 

２５％    

 ※上記の他、５％以

上を有する株主は

おりません。 

    

政令使用人 

（○○支店

長） 

みえ さぶろう 

三重 三郎 

新任    

      

 ※注意事項 

① 役員（監査役を含む）、５％以上の株主・出資者、政令第６条の10で定める使用人、法定代理

人の変更内容を記載すること。 

② 氏名には必ずふりがなを記載すること。 

③ 新・旧の欄には、変更後・変更前のすべての役員等を記載すること。 

④ 変更の内容欄には、新任・退任の別を記載すること。  

役員の他に、株主等の変更があった場合には、

新旧対照表内で役員の変更と株主等の変更が明

確に分かるように記載してください。 

※政令使用人の新任の場合は、政令使用人であることの申

立書（任意様式）を提出してください。 

記載例 

記載の「保有する株式の数又は出資の金額の割合」 

の合計が 95％以下の場合に記載してください。 
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（特別管理）産業廃棄物処理業に係る特定欠格要件該当届について 

 

１ 届出書の提出先及び提出部数 

 Ⅰ 県内業者の場合（県内に事務所、事業場を有する業者の場合） 

    正本１部、副本１部（届出書を受理した後に返却します。）を管轄する地域防災総合事務所

（または地域活性化局）環境室へ提出してください。 

 Ⅱ  県外業者の場合（県内に事務所、事業場を有していない業者の場合） 

    正本１部、副本１部（届出書を受理した後に返却します。）を県庁環境生活部環境共生局廃

棄物対策課へ提出してください。 

遠隔地等で郵送する場合は、返信用封筒（送付先を記入し、副本郵送分の切手を貼付したも

の）を同封してください。 

 

２ 届出の義務 

   本届出は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条の２第３項において準用する同法第７

条の２第４項の規定に基づく場合は下記の特定欠格要件に該当するに至った日から２週間以内に、

同法第７条の２第５項の規定に基づく場合は遅滞なく、届け出ることが義務付けられています。 

この義務に違反した場合は、６月以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金が科せられます。 

なお、下記特定欠格要件に該当するに至った場合、本届出に先立って廃業の届出を行っても本

届出の義務は免れられませんので、廃業の届出のみを行って、下記特定欠格要件に該当するに至っ

た日から２週間以内に又は遅滞なく本届出を行わなかった場合も届出義務違反となり、上記罰則の

対象となります。 

 

３ 特定欠格要件 

≪法第１４条の２第３項において準用する法第７条の２第４項の規定に基づく場合≫ 

・申請者が下記の欠格要件のいずれかに該当するに至った場合。 

条項 説明 

法第１４条第５項第２号 イ 
（法第７条第５項第４号イ又はチに

係るものを除く。） 

法第７条第５項第４号ロからトまでのいずれかに該当する者 

 法第７条第５項第４号 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

法第７条第５項第４号 ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなった日から５年を経過しない者 

法第７条第５項第４号 ニ この法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定める

もの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第２０４条、第２０６条、

第２０８条、第２０８条の２、第２２２条若しくは第２４７条の罪若しくは

暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

法第７条第５項第４号 ホ 法第７条の４第１項（第４号に係る部分を除く。）若しくは第２項若しくは

第１４条の３の２第１項（第４号に係る部分を除く。）若しくは第２項（同

法内において読み替えて準用する場合を含む。）又は浄化槽法第４１条第２

項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない者

（当該許可を取り消された者が法人の場合（第７条の４第１項第３号又は第

１４条の３の２第１項第３号により取消された場合を除く。）は、当該取消

しの処分に係る行政手続法第１５条の規定による通知があった日前６０日

以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から５年を経過しない

ものを含む。） 

法第７条第５項第４号 ヘ 法第７条の４若しくは第１４条の３の２又は浄化槽法第４１条第２項の規

定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第１５条の規定による通知

があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日まで

の間に第７条の２第３項（同法内において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定による一般廃棄物もしくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは

処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第３８条第

５号に該当する旨の同条の規定による届出をした者（当該事業の廃止につい

て相当の理由があるものを除く。）で、当該届出の日から５年を経過しない

もの 
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法第７条第５項第４号 ト ヘに規定する期間内に第７条の２第３項の規定による一般廃棄物もしくは

産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全

部の廃止の届出又は浄化槽法第３８条第５号に該当する旨の同条の規定に

よる届出があった場合において、ホの通知の日前６０日以内に当該届出に係

る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。）の役員若

しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人（当該事業の

廃止について相当の理由がある者を除く。）の政令で定める使用人であった

者で、当該届出の日から５年を経過しないもの 

法第１４条第５項第２号 ハ 
（法第７条第５項第４号イ若しくは

チ又は法第１４条第５項第２号ロに

係るものを除く。） 

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法

定代理人が同号イに該当するもの 

法第１４条第５項第２号 ニ 
（法第７条第５項第４号イ若しくは

チ又は法第１４条第５項第２号ロに

係るものを除く。） 

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに同号イに該当する

者のあるもの 

法第１４条第５項第２号 ホ 
（法第７条第５項第４号イ若しくは

チ又は法第１４条第５項第２号ロに

係るものを除く。） 

個人で政令で定める使用人のうちに同号イに該当する者のあるもの 

 

≪法第１４条の２第３項において準用する法第７条の２第５項の規定に基づく場合≫ 

・申請者、法定代理人、役員又は政令使用人が法第１４条第５項第２号イ（法第７条第５項第４号イ

に係るものに限る。）に該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者（精神の機能の障害を

有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となった者）に該当するに至った場合。具

体的には、事故等により重度の知的障害や精神障害を負った場合など。 

条項 説明 

法第１４条第５項第２号 イ 

（法第７条第５項第４号イに係

るものに限る。） 

法第７条第５項第４号イに該当する者 

 法第７条第５項第４号 イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環

境省令で定めるもの（精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業

務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に

行うことができない者） 

法第１４条第５項第２号 ハ 

（法第７条第５項第４号イに係

るものに限る。） 

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法

定代理人が同号イに該当するもの 

法第１４条第５項第２号 ニ 

（法第７条第５項第４号イに係

るものに限る。） 

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに同号イに該当する

者のあるもの 

法第１４条第５項第２号 ホ 

（法第７条第５項第４号イに係

るものに限る。） 

個人で政令で定める使用人のうちに同号イに該当する者のあるもの 
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様式８ 

（特別管理）産業廃棄物処理業に係る特定欠格要件該当届出書 

 

                                                             年  月  日 

   三重県知事 殿 

届出者  〒５１４－８５７０ 

                                                住 所 三重県津市広明町１３番地 
                        ふりがな      みえけんかんきょうぶ 

                                                氏 名 株式会社三重県環境部 

                             代表取締役 三重 太郎 

                                                電話番号 ０５９－○○○－○○○○ 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の２第３項（第14条の５第３項）において準用す

る同法第７条の２第４項（第７条の２第５項）の規定により、欠格要件に該当するに至ったの

で、下記のとおり届け出ます。 

記 

（備考） 

１ 該当するに至った欠格要件は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第 14

条第５項第２号のイ（法第７条第５項第４号のイ又はチに係るものを除く。）又は第 14 条の第５

項第２号のハからホまで（同法第７条第５項第４号のイ若しくはチ又は第 14 条第５項第２号のロ

に係るものを除く。）のうち該当するに至ったものを記入すること。 

２ 法第 14 条の２第３項及び第 14 条の５第３項において準用する法第７条の２第５項の規定によ

る届出にあっては、「許可の年月日及び許可番号」の欄のみ記入し、欠格要件に該当するに至った

ことが確認できる書類を添付すること。 

３ この届出書は、法第 14 条の２第３項及び第 14 条の５第３項において準用する法第７条の２第

４項の規定による届出にあっては欠格要件に該当するに至った日から２週間以内に、法第 14 条の

２第３項及び第 14条の５第３項において準用する法第７条の２第５項の規定による届出にあって

は欠格要件に該当するに至った後遅滞なく提出すること。 

許可の年月日及び許可番号 ○○年○○月○○日  第０２４○○○○○○○○号 

該当するに至った欠格要件 
法第１４条第５項第２号 

  イ  ハ  ○ニ  ホ （いずれかを○で囲む） 

当該欠格要件に該当するに 

至った具体的事由 

 当社役員のうち１名が傷害の罪に問われ、令和○○年○○月

○○日、○○裁判所において有罪の判決を受け、刑が確定した。 

当該欠格要件に該当するに 

至った年月日 
 ○○年○○月○○日 

 

記載例 


